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8 月 15 日は終戦の日です
 　2020 年（令和 2 年）8 月 15 日は、太平洋戦争の終戦から 75 年の節

目の終戦の日です。

1945 年（昭和 20 年）8 月 15 日正午、昭和天皇がラジオから日本がポ

ツダム宣言を受け入れて無条件降伏する旨の玉音放送を行ったことで多く

の国民に敗戦が伝わったことから、日本ではこの日を終戦の日としています。

　戦争の誤りと惨禍を反省、平和を誓うため 1963 年（昭和 38 年）以降

毎年この日に全国戦没者追悼式が行われてきましたが、1982 年（昭和

57 年）4 月、有識者懇談会の意見を受けて、戦争を知らない世代に戦争

の経験と平和の意義を伝えるため、この日を「戦没者を追悼し平和を祈念

する日」とすることが閣議決定されました。

　今年は 75 年の節目の年ですが全国戦没者追悼式は新型コロナウイルス

感染対策のため参列者の人数は 2 割程度にするそうです。

　花火大会など夏の風物詩の多くの行事が中止や、延期、規模を小さくし

て行われています。今年は節目節目の日を自分から認識しなければ、日々

の暮らしに流されてしまいます。節目で区切りをつけることも大事ですの

で、8 月は終戦の日とお盆である 8 月 15 日に家族の中で、戦争について

話してみるのもいいのではないでしょうか。

8 月 15 日は終戦の日です



もっとリラックスしてスピードをゆるめた生活をしよう

　＊と　　き 毎月第２・３・4木曜日  9：30～11：30　

 8月は、13日・20日・27日です。  

　＊費　　用 無料　※一部、材料費要

　＊対　　象 15歳以上

　＊持 ち 物 折り紙・はさみ

指先を動かしたり、おしゃべりしたり…毎月、折り紙などでいろんな作品をつくっています。

｢なごみ｣スペースに参加してみませんか｢なごみ｣スペースに参加してみませんか｢なごみ｣スペースに参加してみませんか

もっとリラックスしてスピードをゆるめた生活をしよう

折り紙などでいろんな

作品を作っています。

お気軽にご参加ください♪

＊と　　き 8月18日（火）・25日（火）

 全2回

 10：00～12：00

＊費      用 3000円（教材費含む）

＊対      象 15歳以上

＊募集人数 8名（多数の場合は抽選）

参加ご希望の方は、8月1日 (土)～12日 (水)に
来館または電話かＦＡＸにてお申込みください。
参加ご希望の方は、8月1日 (土)～12日 (水)に
来館または電話かＦＡＸにてお申込みください。

パソコン教室　 ～ QR コード付き名刺を作ろう！～

センターからのお知らせ
8 月 11 日（火）～ 14 日（金）の寺子屋のざき塾は

お盆のため、お休みとなります。

よろしくお願いいたします。



マイペースでＯＫ！

令和 2年度第 2回大東てくてくウォーカーイベント特別企画

期間：8月 8日（土）～ 8月 21日（金）
大東   元気になろう！キャンペーン大東   元気になろう！キャンペーン大東   元気になろう！キャンペーン

参加者全員に、オリジナルダイトン缶バッチをプレゼント！

抽選で１０名に、プレミアム缶バッチが当たる！

参加資格 大東市民（市内在住、在勤含む）　　年齢問わず、どなたでもＯＫ！
参加方法 ①１日の運動目標を立てる。　例）スクワット 10回、ラジオ体操 1日 1回
  ②目標を達成できたら記録欄に「○」を記入する。
 ③記録欄を以下のいずれかの方法で提出。　

記録欄が見えるように撮影し、

メールに添付して下記宛先まで送付。

アドレス：kenkouikigai@city.daito.lg.jp

メールQRコード

下記お問い合わせ先の

てくてくウォーカーイベント担当宛

記録欄を

072-874-9529に送信

メール 郵　送 ＦＡＸ

★缶バッチは、参加者全員に後日送付します。（提出いただいた記録用紙は返却いたしません。）
★取り組み目標とニックネームを市報に掲載させていただく場合があります。

記録欄 ※ 提出締め切り日：令和２年８月２８日（金）
ニックネームについて、未記入、掲載にふさわしくないネーミングの場合には、こちらで決めさせていただきます。

例 ) スクワット 10 回、ラジオ体操 1回 / 日など複数記入可

氏　名

住　所

取り組み
目標

〒

年  齢

電　話

「取り組み目標」について、できた日に　○　をつけましょう。

ニックネーム

 8 月 8 日 8 月 9日 8 月 10 日 8 月 11 日 8 月 12 日 8 月 13 日 8 月 14 日

 8 月 15 日 8 月 16 日 8 月 17 日 8 月 18 日 8 月 19 日 8 月 20 日 8 月 21 日

お問い合わせ 大東市　地域保健課
 〒574-0028 大東市幸町 8番 1号すこやかセンター（大東市立保健医療福祉センター）3階　
 ℡：072-874-9500　（平日 9時～ 17 時 30 分）　Fax：072-874-9529

３密に注意



人権のこと

インターネットが普及したことにより、手軽に情報収集や発信ができるよう

になりましたが、一方でインターネットによる人権侵害が問題になっていま

す。誹謗中傷が短時間で拡散し、人の心を深く傷つけ、命にかかわるほどの

深刻な事態に至ることがあります。また、事実と異なる偽の情報を信じて SNS で拡散させた結

果、無関係な人や企業が誹謗中傷を受けるなど重大な人権侵害につながることもあります。

インターネットの世界は、特別なものでなく、自分たちが暮らしている社会の一部です。

ルールやマナーに関する理解を深め、正しく使いましょう。

生活困窮のこと、人権侵害に関すること、就職や進学、不登校や若者のひきこもり等の相談

を専門の相談員にお話してみませんか？

相談時間： 月曜日～金曜日　9：00 ～ 18：00　第 1・３　土曜日　10：00 ～ 18：00

 進路の相談は、月曜日と金曜日のみ　20：00 まで相談可能です。

 ※日曜、祝日、年末年始はお休みです。

問い合わせ：☎072-879-8810　または 072-879-1818（FAX072-879-3611）

 　ひきこもり相談専用電話　072-879-2010

ホームページ：http://www.daitonozaki-jinkenkyokai.jp/
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相談窓口のご案内

 お知らせ お 知 ら せ お 知 ら せ

　　　 ８月の当センターで実施される

　　　 四条子育て支援センターの事業は

　　　 お休みです。

　お問い合わせ

大東市立四条子育て支援センター　ひよっこ

☎０７２-８７６-７５１0

８月は食品衛生月間です

夏は気温や湿度が高く、カンピロバクター・腸

管出血性大腸菌（O-157 など）・サルモネラ菌・

腸炎ビブリオなど、細菌による食中毒が発生し

やすい時期です。食中毒は外食

だけでなく家庭でも起こりま

す。食中毒予防 3 原則を

守って、食中毒を防ぎましょう。

食中毒予防の

3 原則
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